
２．意見・質問事項 入札説明等－１９

№ 図書名 頁
タイトル

（該当する資格要件な
ど）

質問・意見事項 回答

1 入札説明書 2 4 　

「落札者の技術提案を工事内容に反映するための契約協議を行
う」とあります。技術提案書は契約書類になると理解します
が、技術提案内容により契約工期の変更を行うなどを想定して
るのでしょうか。ご教示ください。

工期短縮に関する提案が提出され、それが評価される
ことになれば、契約上も工期変更の対象となります。

2 入札説明書 8 9 （6）

（6）入札日程に「技術審査の実施・ヒアリング」について、
「令和7年2月上旬予定」とありますが、ヒアリングの当JV参加
者は、８名を想定しておりますが、宜しいでしょうか。ご教示
ください。

ヒアリングの開催方法は未定です。参加者には、後日
連絡します。

3 入札説明書 9 12 (4)
「入札説明書１２．（４）」に入札額が調査基準価格を下回っ
た場合、誓約書の提出を求めるとありますが、低入札調査は実
施しないと理解してよろしいでしょうか。ご教示ください。

ご理解のとおりです。

4 落札者決定基準書 3 3 (4) 　
特記仕様書に記載の事項を技術提案に記載した場合、評価対象
として認められるでしょうか。もしくは、評価対象外となるで
しょうか。ご教示ください。

技術提案書への記載事項は、全て評価対象となりま
す。そのうえで、評価は、各委員の判断で行います。

5 落札者決定基準書 6 表－3 １ （3） 　

「落札者決定基準書　代表企業の配置技術者の実績」に配置予
定技術者の同種工事での従事役職は監理（主任）技術者もしく
は現場代理人との理解でよろしいでしょうか。また、担当技術
者でも評価対象となりますのでしょうか。ご教示ください。

表３に記載のとおり、主任技術者または管理技術者と
なります。

6 落札者決定基準書 7 表－3 2 （2）

「落札者決定基準書」p,7、(2)工程管理の「部分完了期日が、

１か月以上短縮可能となるか。（評価対象）」とは、1ヵ月未

満の提案は評価されないという理解でしょうか。
１ヶ月未満は対象外なので0点、1ケ月短縮は1点、2ヶ月短縮は
2点というような１ヶ月毎の配点になるのでしょうか。また
は、最も短縮した応札者が４点になり、その他は相対評価とい
う配点になるのでしょうか。ご教示ください。

基礎審査を満たす技術提案書記載事項は、全て評価対
象となり、委員による審査が行われます。
評価基準はＰ４の表２に示すとおりであり、各社から
の提案を並べての相対評価ではありません。

7 落札者決定基準書 7 表－3 2－2
落札者決定基準書の技術提案評価の2－2品質管理に関する事項
について、引き渡し後に行う提案をした場合、履行義務はない
と理解して良いでしょうか、ご教示ください。

履行者が誰になるか、明確にご記載をお願いします。

8 落札者決定基準 7，8 表－3
2₋
2、
2ｰ3

（4）

表-3　技術審査における
評価項目及び評価基準
　２　技術提案の評価
　　２-２品質管理に関す
る事項
　　２-３運用・維持管理
に関する事項

「(4)その他施設に関する事項」にて「その他施設（対象は、
１施設のみ）で加点評価すべき提案」とありますが、これは
（１）～（３）以外の本工事対象施設等を1つ選択し、その施
設等対する提案を記載するものと考えてよろしいでしょうか。
その場合、その他の施設とは、例えば、特記仕様書（土木工事
編）P-1【工事施工】の（1）～（16）までの項目から上記の提
案対象を除いた施設と理解して宜しいでしょうか。さらに、そ
の施設の一部分の提案でも宜しいでしょうか。ご教示くださ
い。

対象とする施設に、制限はありません。
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項目

9 落札者決定基準書 5 3． (5) 2) 満点入札率

土木施設、建築施設、水処理施設における各費目（純工事費、
現場管理費及び一般管理費）ごとに合算した後、満点入札率を
算出するのでしょうか。
もしくは、各施設ごとに満点入札率を算出した後、全体の満点
入札率を平均により算出するのでしょうか。
満点入札率の算出方法を、ご教示願います。

価格評価点の算出は、合算後の金額から算出します。
各施設ごとの平均ではありません。価格点の算出方法
は、「落札者決定基準書」Ｐ５に記載のとおりです。

10 落札者決定基準書 5 3． (5) 2) 満点入札率

建築施設の満点入札率の算出の際、現場管理費相当額（直接工
事費の10％）を考慮するのでしょうか。ご教示願います。

同上。

11 落札者決定基準書 2 2． (2) 4) 調査基準価格

「図-1　落札者決定の手順」のフロー図において、調査基準価
格による判断基準がありますが、公告資料からは調査基準価格
の算出方法が記載されていません。本工事における算出方法
を、ご教示願います。

同上。

12 落札者決定基準書 2 2． (2) 4)
失格判断基準額
（数値的判断基準）

「図-1　落札者決定の手順」のフロー図において、失格判断基
準額（数値的判断基準）の記載がありませんが、本工事におい
て宮城県の「履行能力確認調査における数値的判断基準」によ
る失格判断基準額の適用は無いと考えてよろしいでしょうか。
また、失格判断基準額（数値的判断基準）がある場合は、その
判断基準をご提示願います。

調査基準価格を下回った場合、誓約書の提出を求めま
すが、誓約書を提出いただければ失格となりません。

13

14

15

記入要領

1) 「1.担当者」欄については、回答を受付ける担当者の連絡先を記入すること。

2) 必要に応じて「２.質問事項」の表に「行」を追加して記載すること。

3) 表の書式変更は（結合・分割等）は行わないこと。列・行の幅は適宜変更しても構わない。


